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令和３年度「青森市横内市民センター」に係る事業報告書等評価結果

　青森市横内市民センターについては、青森市横内市民センター管理運営協議会が指定管理者
として施設の管理運営を行っています。
　令和３年度の事業報告書等に基づき、指定管理者による施設の管理運営状況について確認、
検証し、下記のとおり評価しました。

青森市横内市民センター

　社会教育法第２０条の目的である、区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学
術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため設置しています。

青森市大字横内字亀井２８番地２

評価実施日　　令和４年７月２１日

・貸館業務については、特定の団体等に対する便宜供与や不当な取扱いが
ないよう、規則等に従って利用者の平等利用に努めている。
・事業実施の都度、利用者アンケートを実施してニーズの把握に努め、次
期事業の企画立案の参考にしているほか、館内に意見箱を設置している。
・新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、施設を運営している。
・令和3年度利用者は25,227人であった。

・令和3年度は、新型コロナウイルスの影響で、9月、1月20日～2
月末の2回の閉館により、中止となった講座もあったが、「初めて
手話を学ぶための体験講座」、「らくらくスマホ講座」、「筋膜リ
リース　ヨガの要素を取り入れて」など57回の講座を行い延べ
523人が受講しており、幅広い年齢層に応じた事業展開が行われて
いる。

・提出された収支決算書に対し、会計帳簿や預金通帳等を確認した
結果、経理は適切に行われており、適正であった。

【名　称】青森市横内市民センター管理運営協議会
【代表者】会長　舘山　義光
【住　所】青森市大字横内字亀井２８番地２

平成３０年４月１日　から　令和５年３月３１日　まで（５年間）

評価項目 検証結果
評価結果

・日中は業務を実施する上で適正な配置となっているが、午後5時以降の夜間帯における職員配置
は、防犯対策上2名以上の職員をもって充てるべきところ、勤務者が男性（館長）の時は、1名体制
となっていた。
・月1回、接遇や管理運営に関する内容についての内部研修を実施しているほか、外部研修につい
ても各地区センターの職員が集う担当者会議に参加するなど、職員の資質向上に努めている。
・年2回（9月・3月）消防訓練を実施したほか、3月には防災訓練も実施している。
・安全かつ快適な施設となるよう、各種保守点検業務を適切に行うとともに、施設の不具合、損傷
等があった際は中央市民センターと連携し利用者の安全の確保に努めている。
・節減啓発などの貼紙等を掲示するとともに、館内を巡回し不要箇所を消灯するなど、省エネル
ギーの推進に努めている。
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【担当課】青森市教育委員会事務局　中央市民センター
【電　話】０１７－７３４－０１６３
【メール】chuo-center@city.aomori.aomori.jp

　午後5時以降の夜間帯における職員配置は、防犯対策上2名以上の職員をもって充てることと
していたが、常時2名の体制とはなっていなかったことから、今後、改善が必要である。
　指定管理者と協議を行いながら、早期に改善が図られるよう努めていく。

【総合評価】

・施設の管理運営状況や主催事業の実施状況、収支決算等については、概ね適正であるもの
の、午後5時以降の夜間帯に常時2名の体制とはなっておらず、適正な人員配置とはなっていな
かった。
・アンケートの実施等により、幅広い世代を対象としたニーズの高い講座や地域力アップ講座
など、新型コロナウイルス対策を設けた上で、各種事業を工夫して実施している。
・今後とも地域コミュニティ活動や地域文化活動、生涯学習活動を推進していただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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